


別添

道路の交通の規制に関する適用除外車両の指定に伴う 事務取扱要領

第１ 目的

この要領は、広島県道路交通法施行細則（ 昭和 35 年広島県公安委員会規則第
15号。以下「 細則」 と いう 。 ） に基づく 道路の交通の規制に関する適用除外車両
の指定に関する事務処理要領について、必要な事項を定めるこ と を目的と する。

第２ 細則における用語の意義

１ 細則第３条の２ における用語の意義は、 次のと おり と する。

「 警衛列又は警護列の自動車」 と は、 警衛細則（ 昭和54年警察庁訓令第２号）
第 17 条に規定する自動車お列を編成する自動車又は警護要則（ 令和４年国家公
安委員会規則第 15 号） 第２条に規定する警護対象者のための車列を編成する自
動車をいう 。

２ 細則第３条の４ における用語の意義は、 次のと おり と する。

(1) 「 医師」 と は、医師法（ 昭和23年法律第201号） に規定する医師をいい、
「 急病人に対する緊急の診療等」 と は、 おおむね次に掲げるものをいう 。

ア 緊急の往診又は急病人の搬送

イ 医師の要請に基づく 人工呼吸器又は被検体の搬送

(2) 「 水防、災害救助等」 と は、天災又は人災の発生（ 発生直前の予防を含む。）
時における避難、 人命救助等のほか、 感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（ 平成10年法律第114号） の規定に基づく 感染症の予防
活動及び狂犬病予防法（ 昭和25年法律第247号） の規定に基づく 犬の捕獲、
抑留その他これら に類する作業をいう 。

(3) 「 警察又は消防の職務を遂行するために使用中の車両」 と は、警察法（ 昭
和29年法律第162号） に規定する警察の責務と しての職務を遂行中の車両及
び消防法（ 昭和23年法律第186号） に規定する目的を達成するための職務を
遂行中の車両をいう 。

(4) 「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（ 昭和45年法律第137号） の規定に
基づく 一般廃棄物の収集等のために使用中の車両」 と は、 一般廃棄物の収集

に使用中の車両並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第１項に規

定するし尿処理施設及び浄化槽法（ 昭和 58年法律第 43号） 第２条第１号に
規定する浄化槽の応急修理等の作業に使用中の車両をいう 。

こ こ にいう 「 一般廃棄物」 と は、産業廃棄物（ 事業活動に伴っ て生じた廃

棄物のう ち、 燃え殻・ 汚泥・ 廃油・ 廃酸・ 廃アルカ リ ・ 廃プラ スチッ ク類そ

の他政令で定める廃棄物、 輸入された廃棄物で政令で定めたもの及び本邦に

入国する者が携帯する廃棄物で政令で定めたもの。 ） に該当しない全ての廃

棄物をいう 。



(5) 「 応急作業」 と は、 故障若しく は障害の発見に伴う 作業又は修復若しく は
修理に瞬時を争う 作業をいい、応急復旧後の作業は含まない。

(6) 「 保健師、看護師若しく は准看護師」 及び「 助産師」 と は、 保健師助産師
看護師法（ 昭和23年法律第203号） に規定する保健師、看護師、准看護師、
助産師をいい、 「 医師の指示を受け、 緊急訪問を行う 」 と は、 前⑴ にいう 医
師の指示を受け、 緊急に行う ものをいい「 助産師が緊急訪問を行う 」 と は、

助産師が直ちに妊産褥婦宅等を緊急に訪問し助産等を行う もの又はこれに類

するものをいう 。

３ 細則第３条の６ における用語の意義は、 次のと おり と する。

(1) 「 当該駐車禁止に係る道路の部分に大型乗用自動車の専用通行帯の指定が
ある場合」 と は、 当該駐車禁止に係る道路部分が、道路交通法（ 昭和35年法
律第105号。以下「 道交法」 と いう 。 ） 第20条第２項に規定する車両通行帯
のう ち大型乗用自動車専用の通行帯（ いわゆるバス専用レーン） に指定され

ているこ と をいう 。

(2) 「 災害対策基本法（ 昭和36年法律第223号） に規定する災害応急対策に使
用中の車両」 と は、災害対策基本法施行令（ 昭和 37年政令第 288号） 第 32
条の２第２項に規定する道交法第39条第１項の緊急自動車及び災害応急対策
に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対

策を実施するために使用中の車両をいう 。

(3) 「 水防、 災害救助等のため緊急かつやむを得ない理由により 使用中の車両」
と は、天災又は人災の発生（ 発生直前の予防を含む。 ） 時における避難、人

命救助等に使用する車両をいい、 前⑵ に規定する車両は含まない。
(4) 「 警察又は消防の職務を遂行するために使用中の車両」 と は、 ⑶前記２ に

同じ。

(5) 「 警察車両が随伴する車両」 と は、 警察用車両が誘導する車両のこ と をい
う 。

(6) 「 警察活動に伴い停止を求められている車両」 と は、警察法に規定する警察
の責務と しての職務を遂行するため、警察官から現に停止を求められている車

両をいう 。

(7) 「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく 一般廃棄物の収集等の
ために使用中の車両」 と は、 ⑷前記２ に同じ。

(8) 「 電気事業、 ガス事業、水道事業、電気通信事業に関しての応急作業に使
用中の車両」 と は、 当該各事業に係る故障若し く は障害の発見に伴う 作業又

は修復若し く は修理に瞬時を争う 作業に使用中の車両をいい、 故障若しく は

障害の規模は問わないが、 応急復旧後の作業に使用中の車両は含まない。

(9) 「 医師又は歯科医師が緊急往診のために使用中の車両」 と は、医師法に規
定する医師が緊急往診に使用中の車両又は緊急往診に必要な携行治療器具を

保有する歯科医師法（ 昭和23年法律第202号） に規定する歯科医師が緊急往
診に使用中の車両をいう 。



(10) 「 軌道法（ 大正10年法律第76号） に基づく 軌道事業の維持・ 管理・ 応急
作業に使用中の車両」 と は、広島電鉄株式会社又は広島高速交通株式会社が

軌道法に基づき設置した軌道のう ち、道交法第２条第１項に規定する道路（ 当

該道路の上空を含む。 ） に設置した軌道の維持・ 管理・ 応急作業に使用中の

車両をいう 。

(11) 「 道路、 信号機、 パーキング・ メ ーター、 パーキング・ チケッ ト発給設備
又は道路標識等の維持・ 管理作業のために使用中の車両」 と は、次に掲げる

車両をいう 。

ア 道路法（ 昭和 27年法律第 180号） に規定する道路及び道路の附属物の
維持・ 管理等の作業について、 道路管理者又は道路管理者から委託を受け

た者が当該作業のために使用中の車両。

イ 道交法に規定する信号機及び交通規制標識・ 標示並びにパーキング・ メ

ーター及びパーキング・ チケッ ト発給設備の維持・ 管理等の保守業務につ

いて、警察本部長から委託を受けた者が当該業務のために使用中の車両。

(12) 「 放置車両の確認及び標章の取付けのために使用中の車両」 と は、道交法
に規定する放置車両確認機関が放置車両の確認及び放置車両確認標章の取

付け（ 現場における放置車両確認標章の作成、写真撮影等の付随する事務を

含む。 ） を行う ために使用中の車両をいう 。

(13) 「 河川管理者が河川の維持・ 管理作業のために使用中の車両」 と は、河川
法（ 昭和39年法律第167号） に規定する河川及び河川管理施設の維持・ 管
理等の作業について、河川管理者又は河川管理者から委託を受けた者が当該

作業のために使用中の車両をいう 。

(14) 「 執行官法（ 昭和41年法律第111号） の規定に基づき、執行官が強制執
行等のために使用中の車両」と は、執行官が執行官法第１条、民事訴訟法（ 平

成８年法律第109号） 第99条又は刑事訴訟法（ 昭和23年法律第131号） 第
54 条の規定に基づく 強制執行又は書類の送達のために使用中の車両をい
う 。

(15) 「 狂犬病予防法（ 昭和25年法律第247号） の規定に基づき、犬の捕獲等
に使用中の車両」 と は、狂犬病予防法の規定に基づき、広島県知事又は広島

市長、福山市長若し く は呉市長（ 以下「 知事等」 と いう 。 ） の任命を受けた

狂犬病予防員が知事等の指定又は委託を受けた捕獲人を使用して、同法の規

定に基づき、犬を捕獲するために使用中の車両をいう 。

(16) 「 報道機関が緊急取材のために使用中の車両」 と は、新聞社、放送局、通
信社等が、災害、事件又は事故等が発生した場合に、その現場又は関係場所

において、事実を確認するために使用中の車両をいう 。

(17) 「 道路運送車両法（ 昭和26年法律第185号） に基づく 自動車検査証の車
体の形状が患者輸送車で、患者等を搬送中の車両」 と は、自動車の用途の区

分について（ 昭和35年旧運輸省自動車局長通達） に基づく 特殊用途自動車
のう ち、 自動車検査証の車体の形状欄に患者輸送車と 記載された自動車で、



患者又は患者に準じた者を現に搬送中若し く は搬送するために運行中の車

両をいう 。

(18) 「 道路運送車両法に基づく 自動車検査証の車体の形状が車いす移動車で、
車いす使用者等を搬送中の車両」と は、自動車の用途の区分に基づく 特殊用

途自動車のう ち、自動車検査証の車体の形状欄に車いす移動車と 記載された

自動車で、車いす使用者又は車いす使用者に準じた者を現に搬送中若しく は

搬送するために運行中の車両をいう 。

(19) 「 保健師、看護師若しく は准看護師が医師の指示を受け、 緊急訪問を行う
ため使用中の車両又は助産師が緊急訪問を行う ための使用中の車両」 と は、

医師法に規定する医師の指示（ 包括的指示を含む。） を受け、直ちに患者宅

等を緊急に訪問し看護を行う ために使用中の車両又は助産師が直ちに妊産

褥婦宅等を緊急に訪問し助産等又はこれに類するものを行う ために使用中

の車両をいう 。

(20) 「 次に掲げる者（ 以下「 歩行困難者等」 と いう 。 ） が現に使用中の車両で、
標章（ 他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。） を掲示している

もの」 と は、 次に掲げる車両をいう 。

ア 細則第３条の６第13号アから オまでに掲げる者（ 歩行困難者等） の移
動目的を主体と し、当該歩行困難者等が乗車し、かつ標章を掲示している

車両。

イ 前記アに該当する車両であっ て、 当該歩行困難者等が他人の介助を受

けて乗降する場合において、介助者が当該歩行困難者等から当該歩行困難

者等の標章の受け渡しを受け当該車両に掲示するため必要最小限度の時

間、掲示していない車両。

(21) 「 昼間（ 日出時から日没時までの時間をいう 。 ） 」 と は、 大学共同利用機
関法人自然科学研究機構国立天文台の暦象年表に示す日出から日没までの時

間をいう 。

第３ 駐車禁止除外指定車標章の対象車両

１ 細則第３条の６第12号に係る車両（ 業務用車両）
細則別記様式第１号による駐車禁止除外指定車標章（ 以下「 標章」 と いう 。 ）

を掲出するこ と により 、 道路標識による駐車禁止及び時間制限駐車区間の交通規

制から除外する車両は表１ のアから スに掲げる車両（ 以下「 業務用車両」と いう 。）

であり 、 標章の表面に記載する内容は、各対象車両に応じて同表右欄のと おり 記

載するものと する。

表１ 業務用車両

用務別 標章記載事項

ア 医師又は歯科医師が緊急往診のために使用中の車両 緊急往診使用中



イ 専ら郵便法に規定する郵便物の集配に使用中の車両 郵便物集配使用中

ウ 電気通信事業法に基づく 電報の配達のために使用中の

車両

電報配達使用中

エ 軌道法に基づく 軌道事業の維持・ 管理・ 応急作業に使用

中の車両

軌道事業維持・ 管理等使用中

オ 道路、信号機、 パーキング・ メ ータ ー、 パーキング・

チケッ ト 発給設備又は道路標識等の維持・ 管理作業

のために使用中の車両

道路等維持・ 管理等使用中

カ 法第 51条の８第１項に規定する放置車両の確認等の事

務を行う ために使用中の車両

放置車両確認事務等使用中

キ 河川管理者が河川の維持・管理作業のために使用中の車

両

河川維持・ 管理等使用中

ク 執行官法の規定に基づき、執行官が強制執行等のために

使用中の車両

執行官等使用中

ケ 狂犬病予防法の規定に基づき、犬の捕獲等に使用中の車

両

狂犬病予防法業務使用中

コ 報道機関が緊急取材のために使用中の車両 緊急報道取材使用中

サ 道路運送車両法に基づく 自動車検査証の車体の形状が

患者輸送車で、 患者等を搬送中の車両

患者等搬送使用中

シ 道路運送車両法に基づく 自動車検査証の車体の形状が

車いす移動車で、車いす使用者等を搬送中の車両

車いす使用者等搬送使用中

ス 保健師、看護師若しく は准看護師が医師の指示（ 包括的

指示を含む。）を受け、直ちに患者宅等を緊急に訪問し、

看護を行う ために使用中の車両又は助産師が直ちに妊

産褥婦宅等を緊急に訪問し助産等を行う ための使用中

の車両

看護師等緊急訪問使用中

２ 細則第３条の６第13号に係る車両（ 歩行困難者等使用車両）
標章又は他の都道府県公安委員会が交付した同種の標章を掲出するこ と によ

り 、道路標識による駐車禁止及び時間制限駐車区間の交通規制（ 大型乗用自動車

の専用通行帯規制を除く 。 ） から除外する車両は、次の表２ のアから オまでのい

ずれかに該当する者（ 以下「 歩行困難者等」 と いう 。 ） が現に使用中の車両であ

り 、 標章の表面に記載する対象車両の内容は「 歩行困難者等使用中」 と する。

表２ 歩行困難者等



歩行困難者等 標章記載事項

ア 身体障害者手帳の交付を受けている者で、表３左欄に掲げる障害

の区分に応じ 、 それぞれ同表の中欄に掲げる障害の級別に該当

する障害を有し、 かつ、歩行が困難であると 認められるもの

歩行困難者等使用中

イ 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、表３左欄に掲げる障害の

区分に応じ、 それぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度に該当

する障害を有し、 かつ、歩行が困難であると 認められるもの

ウ 療育手帳の交付を受けている者のう ち、 重度(Ａ )の障害を有す

るもの

エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のう ち、 一級の障

害を有するもの

オ 小児慢性特定疾病児童手帳の交付を受けている者（ 色素性乾皮症

に限る。 ）

表３ 障害区分一覧

障害の区分 障害の級別 重度障害の程度

視覚障害 １ 級から ３ 級までの各級及び４ 級

の１

特別項症から 第四項症

までの各項症

聴覚障害 ２級及び３級 特別項症から 第四項症

までの各項症

平衡機能障害 ３級 特別項症から 第四項症

までの各項症

上肢不自由 １級、 ２級の１及び２級の２ 特別項症から 第三項症

までの各項症

下肢不自由 １級から ４級までの各級 特別項症から 第三項症

までの各項症

体幹不自由 １級から ３級までの各級 特別項症から 第四項症

までの各項症

乳幼児期以前の非

進行性の脳病変に

よる運動機能障害

上肢機能 １級及び２級（ 一上肢のみに運動機

能障害がある場合を除く 。 ）

－

移動機能 １級から ４級までの各級 －

心臓機能障害 １級及び３級 特別項症から 第三項症

までの各項症

じん臓機能障害 １級及び３級 特別項症から 第三項症

までの各項症

呼吸器機能障害 １級及び３級 特別項症から 第三項症

までの各項症

ぼう こ う 又は直腸の機能障害 １級及び３級 特別項症から 第三項症



までの各項症

小腸機能障害 １級及び３級 特別項症から 第三項症

までの各項症

ヒ ト 免疫不全ウ イ ルスによ る

免疫機能障害

１級及び３級までの各級 －

肝臓機能障害 １級及び３級までの各級 特別項症から 第三項症

までの各項症

第４ 標章の交付申請

標章申請については、書面又は警察行政手続オンラ イン化システムによる申請

（ 以下「 電子申請」 と いう 。 ） における申請で受理するものと する。

１ 申請者

申請者は、標章の交付を受けよう と する者で次のものをいう 。

⑴ 業務用車両に係る申請の場合

業務用車両を使用する者。 ただし、 これら の者が法人又は団体の場合はその

代表者と する。

申請者が法人の場合で当該法人の内部規定により 申請に係る車両の業務管

理等の権限を法人代表者から下位の機関、部署等に付与している場合の申請者

は、当該下位の機関、部署等の代表者と するこ と ができる。

こ のと き「 車両の業務管理等」 と は、車両のみの管理でなく 実質的に車両を

使用する業務の管理をいう 。

⑵ 歩行困難者等に係る申請の場合

歩行困難者等に該当し、広島県内に住所を有する者。

２ 代理人

代理人と は、申請者に代わっ て申請手続きを行う 者をいう 。

代理人による申請については、原則、申請者の委任状の提出を求めるこ と と す

る。

ただし、 ⑵上記１ の者の申請で申請者の心身等の状態等やむを得ない事情があ

る場合で、当該申請者の親権者、保佐人及び同居の親族（ 内縁関係を含む。 ） 、

三親等以内の親族が代理人の場合は委任状の提出を求めないこ と と する。

３ 申請書提出先

申請書の提出先については次のと おり と する。

⑴ 業務用車両に係る申請の場合

申請者の事務所等（ 広島県公安委員会（ 以下「 公安委員会」 と いう 。 ） の管

轄区域内の国及び地方自治体の機関並びに同区域内の医院、郵便局、会社及び

事務所等をいう 。 ） を管轄する警察署

⑵ 歩行困難者等に係る申請の場合

申請者の住所（ 住民票に記載された住所） を管轄する警察署



⑶ 申請の取扱いにおける留意点

ア 分庁舎及び幹部交番における取扱い

次の表４記載の警察署分庁舎及び幹部交番（ 以下「 分庁舎等」 と いう 。 ）

について、申請者の住所又は事務所等が同表の地域にあると きは、標章の申

請及び届出を受理できるものと する。

表４ 分庁舎等が受理できる申請等の地域

分庁舎及び幹部交番 受理できる申請等の地域

呉警察署音戸分庁舎 呉市音戸町、倉橋町

竹原警察署大崎上島分庁舎 豊田郡大崎上島町

尾道警察署因島分庁舎 尾道警察署因島交番、瀬戸田交番、田熊駐在所、三庄北駐在

所、重井駐在所、中庄駐在所、宮原駐在所、生口駐在所の管

轄区域

山県警察署千代田交番

各交番の管轄区域福山北警察署油木交番

庄原警察署東城交番

イ 歩行困難者等本人による申請の場合

歩行困難者等本人による申請及び現に歩行困難者等を伴っ て来署した場

合の代理申請については、全ての警察署（ 分庁舎等を含む。 ） で取り 扱う も

のと する。

４ 提出書類

標章の交付申請に係る提出書類については表５ のと おり であり 、 提出部数は１

部と する。

表５ 標章交付に係る提出書類

申請区分 提出書類

申請書様式 添付書類

業務用車両に係る

標章交付申請

(第３条の６第12号関係)

【 新規（ 忘れ失効） 、 更新の場合】

細則別記様式第１号の２

除外標章交付申請書

【 再交付の場合】

細則別記様式第１号の４

除外標章再交付申請書

【 新規（ 忘れ失効） の場合】

別表第１のと おり

【 更新、再交付の場合】

別表第２のと おり歩行困難者等に係る

標章交付申請

(第３条の６第13号関係)

５ 更新における申請期間

⑴ 更新申請期間及び有効期限満了日

標章の更新申請における申請期間については表６のと おり と する。



なお、有効期限満了日が、土曜日、日曜日、祝日又は年末年始12月29日か
ら １月３日までの間（ 以下「 休日等」 と いう 。 ） に当たる場合は、当該休日等

の翌日に満了するものと する。

表６ 更新申請期間

更新申請期間

業務用車両に係る更新申請 有効期限が満了する１月前から有効期限満了日までの間

歩行困難者等に係る更新申請 有効期限が満了する２月前から有効期限満了日までの間

(留意事項)

⑴ １月前又は２月前の解釈は、 それぞれ有効期限満了日の前月又は前々月の同日と する。

⑵ 更新申請に係る前月又は前々月に該当する日がない場合は、該当月の末日から更新申請

の期間と する。

⑵ 期間外申請

警察署長は、申請者が海外旅行その他やむを得ない理由により 、 ⑴前 に規定

する期間内に申請を行う こ と が困難であると 認めると きは、 ⑴前 に規定する期

間前に標章の更新申請を受理するこ と ができる。 こ の場合において、歩行困難

者等に係る標章の有効期限は、細則第３条の８第５項の規定にかかわらず申請

後の申請者の３回目の誕生日から起算して１月を経過する日と する。

６ 審査等

⑴ 申請に対する審査

警察署長は、申請を受理したと きは、次に掲げる事項について審査し、不備

があると きは指導を行っ て是正を求めるこ と と し、電子申請の場合についても

申請に不備があると きは、当該申請の補正を求め、申請者に確実に通知するこ

と 。

ア 当該申請が標章の交付対象であるか。

(ｱ) 業務用車両に係る申請の場合、当該車両が上記第３の１ に示す業務用車
両に該当するか。

(ｲ) 歩行困難者等に係る申請の場合、申請者が上記第３の２ に示す歩行困難
者等に該当するか。

イ 申請者が上記１ に規定する申請者に該当するか。

ウ 申請書及び添付書類に必要な事項が記載されているか。

⑵ 有効期限の変更

警察署長は、標章の更新申請を受理したと きは、既交付標章の表面の左下の

余白欄に「 更新手続き中」 と 朱書きし、有効期限を申請受理月日から起算して

２月先に変更（ 既交付標章の有効期限が変更後の有効期限より 前の場合のみに

限る。 ） し、 変更箇所に広島県公安委員会公印を押印するこ と 。

電子申請の場合については、申請の審査終了後、申請者に連絡し有効期限の



変更の希望があれば、当該標章を申請警察署に持参し延長手続を行う こ と がで

きる。

なお、 ２月先の解釈は、更新申請受理日の翌々月の同日と する。 （ 例えば７

月31日に更新申請を受理した場合における変更後の有効期限は９月30日と す
る。 ）

７ 副申の作成及び送付

警察署長は、審査の結果、書面又は電子で受理した標章の交付が可能であると

認めると きは、駐車禁止除外指定車標章の交付申請について（ 副申） （ 様式第４

号又は様式第５号） を作成のう え、 当該申請書及び添付書類を警察本部長（ 主管

課は交通部交通規制課（ 以下「 交通規制課」 と いう 。 ） ） を経由して公安委員会

宛てに送付するこ と 。

こ のと き、 副申及び申請書類等の写しを警察署で保管するものと する。

第５ 標章の作成、交付等

１ 標章の作成等

標章の作成に関する事務は交通規制課において行う 。交通部交通規制課長（ 以

下「 交通規制課長」 と いう 。 ） は、 警察署長から送付された申請書及び添付書類

を審査し、申請者が標章の交付対象であると 認めると きは標章を作成し、標章送

付書（ 様式第６号） を付して当該申請を受理した警察署長に送付する。

２ 登録

前１の標章の作成は、駐車禁止除外指定車標章管理システム（ 以下「 システム」

と いう 。 ） に登録するこ と をもっ て行い、 標章の表面の交付年月日は交通規制課

長が交付を決定し、 システム登録を行っ た日と する。

３ 標章の交付手続き

警察署長は、以下の手続きを確実に行っ た上で、 申請者等に標章を交付するこ

と 。

⑴ 申請者への連絡

警察署長は、標章の送付を受けた際は申請者等に標章の受領手続きについて

早期に連絡するものと する。

⑵ 被交付者の身分確認

警察署長は、標章を交付するにあたり 被交付者に対して身分証明書の提示を

求める等して被交付者の本人確認を行う こ と 。

⑶ 受領書の作成及び指導

警察署長は、標章を交付する際、被交付者に駐車禁止除外指定車標章受領書

（ 様式第１号） を作成させ、標章裏面の注意事項及び標章の更新期間及び次に

掲げる事項を被交付者に指導するこ と と する。

ア 標章を滅失し、亡失し、又はき損したと きは、除外標章再交付申請書によ

り 、 住所地を管轄する警察署長（ 以下「 住所地警察署長」 と いう ） に再交付

の申請を行う こ と 。



イ 標章の記載事項に変更が生じたと きは、速やかに除外標章記載事項変更届

により 住所地警察署長に届出を行う こ と 。

ウ 標章を返納すると きは、駐車禁止除外指定車標章返納届により 住所地警察

署長を含む県内いずれかの警察署長に届出を行う こ と 。

第６ 標章の記載事項変更及び返納

１ 提出書類及び届出先

記載事項変更及び返納に係る添付書類については表７ のと おり と し 、提出部数

は１部と する。

また、届出先の警察署については上記第４ の３申請書提出先に準じて取り 扱う

ものと する。

表７ 記載事項変更等に係る提出書類

届出区分 提出書類

届出書様式 添付書類

記載事項変更 細則別記様式第１号の３

除外標章記載事項変更届 別表第２のと おり

返納 様式第２号

駐車禁止除外指定車標章返納届

２ 標章の記載事項変更

警察署長は、除外標章記載事項変更届（ 細則別記様式第１号の３ ） を受理した

と きは、添付書類により 記載事項を確認した上で当該変更内容を標章に変更記載

し、変更箇所に広島県公安委員会公印を押印、申請者に返還し、当該変更届及び

添付書類を警察本部長（ 交通規制課） を経由して公安委員会に送付する。

このと き、 変更届、添付書類及び標章（ 変更後） の写しを警察署で保管するも

のと する。

３ 標章の返納

警察署長は、駐車禁止除外指定車標章返納届（ 様式第２号） を受理（ 書面のみ）

したと きは、当該返納届及び返納を受けた標章を警察本部長（ 交通規制課） を経

由して公安委員会に送付する。

このと き、 返納届及び標章の写しを警察署で保管するものと する。

第７ 標章の交付申請等取扱記録

警察署長は、標章の交付、更新、再交付、記載事項変更申請及び返納に関する

事項を暦年ごと に、 駐車禁止除外指定車標章取扱簿（ 様式第７号その１ から ４ 、

以下「 取扱簿」 と いう 。 ） に記載し、 その経緯を明らかにしておかなければなら

ない。



第８ 標章の返納命令

１ 事案の認知及び報告

警察官は、標章を掲示した車両に係る次の駐車又は行為を現認した場合は、駐

車禁止除外指定車標章不正使用事案報告書（ 様式第８号、以下「 不正使用事案報

告書」 と いう 。 ） により 、 当該行為が行われた場所を管轄する警察署長に報告す

るものと する。

⑴ 標章裏面に記載された法令に違反する駐車

⑵ 細則第３条の８第６項各号掲げる事項に違反した行為

２ 事案の審査及び上申

警察署長は、警察官から不正使用事案報告書により 報告を受けた際は、報告に

係る事案が返納命令事案に該当するか審査し、返納命令事案に該当すると 認めた

と きは、 駐車禁止除外指定車標章返納命令上申書（ 様式第９号） に次に掲げる書

類（ 当該返納命令事案に該当するものに限る。 ） を添えて、 警察本部長を経由し

て公安委員会に上申するものと する。

⑴ 現認状況報告書

⑵ 放置車両確認標章の写し

⑶ 駐車状況写真の写し

⑷ 交通反則切符（ 交通事件原票） の写し又は交通切符（ 交通事件原票） の写し

⑸ 供述調書の写し

⑹ その他関係書類

３ 審査等

⑴ 審査等の事務

前２の上申に係る公安委員会の審議等の事務は交通規制課において行う 。

ア 公安委員会の審査手続

交通規制課長は、 警察署長から駐車禁止除外指定車標章返納命令上申書の

送付を受けたと きは、 当該上申に係る事案について、 次に掲げる事項を審査

するものと する。

(ｱ) 当該事案が返納命令事案に該当するか。
(ｲ) 事実認定の誤り 又は上申書の記載内容に不備がないか。
イ 公安委員会への報告及び審議

交通規制課長は、審査の結果、当該事案が返納命令の要件に該当すると 認

めたと きは、当該事案について公安委員会に報告し、公安委員会による返納

命令処分の執行について審議を受けるものと する。

⑵ 標章返納命令書の作成及び送付

交通規制課長は、公安委員会の審議の結果、標章の返納命令を行う と 決定し

た事案について、駐車禁止除外指定車標章返納命令書（ 様式第10号、以下「 標
章返納命令書」 と いう 。 ） を作成し、駐車禁止除外指定車標章返納命令書送付

書（ 様式第 11 号） と と もに標章の被交付者の事務所等の所在地又は住所地を



管轄する警察署長に送付するものと する。

４ 標章返納命令書の交付等

⑴ 標章返納命令書の交付

標章返納命令書の送付を受けた警察署長は、当該命令書に係る当該標章被交

付者に対して標章返納命令書を交付すると と もに、駐車禁止除外指定車標章返

納命令書受領書（ 様式第 12 号） を徴して、 速やかに当該標章の返納を受ける
ものと する。

なお、標章返納命令書の交付は、原則と して、当該処分に係る標章の被交付

者に対し行う ものと するが、被交付者が細則第３条の６第 12 号に係る法人等
の場合は、当該法人等から委任を受けた者に対して交付しても差し支えない。

また、同第 13 号に係る個人の場合であっ ても、被交付者の心身の状態に応
じて親権者、補佐人等に交付するこ と も差し支えないものと する。

⑵ 報告

警察署長は、当該標章の返納を受けた場合には、駐車禁止除外指定車標章返

納命令手続終了報告書（ 様式第 13 号） を作成し、 駐車禁止除外指定車標章返
納命令書受領書及び返納を受けた標章を添付して警察本部長を経由して公安

委員会に報告するものと し、同報告に関する事務は交通規制課長が行う ものと

する。

５ 適正な運用

警察署長及び交通規制課長は、標章返納命令手続に関して相互に連絡を密にす

るなど適正な運用に努めるものと する。

第９ 文書の保存

文書の保存期間は表８のと おり と する。

表８ 文書の保存期間

文書名 保存期間

除外標章交付申請書 ３年

除外標章再交付申請書 ３年

除外標章記載事項変更届 ３年

駐車禁止除外指定車標章返納届 ３年

標章送付書 ３年

駐車禁止除外指定車標章取扱簿 ３年

駐車禁止除外指定車標章不正使用事案報告書 ３年

駐車禁止除外指定車標章返納命令上申書 ３年

駐車禁止除外指定車標章返納命令書 ３年

駐車禁止除外指定車標章返納命令書受領書 ３年

駐車禁止除外指定車標章返納命令手続終了報告書 ３年





別表第１

細則第３条の６第12号に係る用務（ 業務用車両）

用 務 別 添 付 書 類

共通事項 申請に係る車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項の

写し

第12号ア 医師 医師免許証の写し

歯科医師 ○ 歯科医師免許証の写し

○ 緊急往診に必要な携行治療器具の資料等

○ 次の (ｱ)、 (ｲ)のいずれかのもの
(ｱ) 一般社団法人広島県歯科医師会が発行した緊急往診を行う 旨
の証明書

(ｲ) 携行治療器具を携行して緊急往診を行う 旨の自認書

第12号イ 日本郵便株式会社が発行した当該車両が専ら郵便法に規定する郵便物の集配のみを

行う 旨の証明書又は自認書。ただし、内部規定により 当該車両に係る業務管理等の権

限を下位の機関、部署等に降ろしている場合は、当該下位の機関、部署等が発行した

証明書又は自認書。

第12号ウ 西日本電信電話株式会社又はＫＤＤ Ｉ 株式会社が発行した当該車両が電気通信事業

法に基づく 電報の配達のみを行う 旨の証明書又は自認書（ 証明書又は自認書について

は、前第12号イに規定する「 ただし書き」 を準用する。 ）

第12号エ 広島電鉄株式会社又は広島高速交通株式会社が発行した当該車両が路面電車又はア

ストラムラ インの軌道の維持・ 管理・ 応急作業を行う 旨の証明書又は自認書（ 証明書

又は自認書については、前第12号イに規定する「 ただし書き」 を準用する。 ）

第12号オ 道路管理者

が管理する

道路及び道

路の附属物

の維持・ 管理

等の作業

道路管理

者自ら が

使用する

車両

道路管理者が発行した当該車両が道路及び道路の付属物の

維持・ 管理等の作業を行う 旨の証明書又は自認書（ 証明書又

は自認書については、前第12号イに規定する「 ただし書き」
を準用する。 ）

当該道路

管理者か

ら委託を

受けたも

のが使用

する車両

○ 道路管理者と の道路及び道路の附属物の維持・ 管理等に

係る委託契約書の写し

○ 道路管理者から委託を受けた者が発行した当該車両が

道路及び道路の付属物の維持・管理等の作業を行う 旨の証

明書又は自認書（ 証明書又は自認書については、 前第 12
号イに規定する「 ただし書き」 を準用する。 ）

道交法に規定する信号

機、 交通規制標識・ 標

示及びパーキング・ メ

ータ ー、 パーキング ・

チケッ ト 発給設備（ 以

下「 信号機等」と いう 。）

の維持・ 管理等の保守

業務

○ 警察本部長と の信号機等の維持・ 管理等保守業務に係る

委託契約書の写し

○ 警察本部長から委託を受けた者が発行した当該車両が

信号機等の維持・ 管理等の作業を行う 旨の証明書又は自認

書（ 証明書又は自認書については、前第 12号イに規定す
る「 ただし書き」 を準用する。 ）

第12号カ ○ 警察本部長と の放置車両の確認及び標章の取付業務に係る委託契約書の写し

○ 警察本部長から委託を受けた者が発行した当該車両が放置車両の確認及び標章

の取付業務を行う 旨の証明書又は自認書（ 証明書又は自認書については、前第 12
号イに規定する「 ただし書き」 を準用する。 ）



第12号キ 河川管理者

自ら が使用

する車両

河川管理者が発行した当該車両が河川及び河川管理施設の維持・ 管理

等の作業を行う 旨の証明書又は自認書（ 証明書又は自認書については、

前第12号イに規定する「 ただし書き」 を準用する。 ）

当該河川管

理者か ら 委

託を 受け た

も の が使用

する車両

○ 河川管理者と の河川及び河川管理施設の維持・ 管理等に係る委託

契約書の写し

○ 河川管理者から委託を受けた者が発行した当該車両が河川及び河

川管理施設の維持・ 管理等の作業を行う 旨の証明書又は自認書（ 証

明書又は自認書については、前第12号イに規定する「 ただし書き」
を準用する。 ）

第12号ク ○ 広島地方裁判所長発行の身分証明書

○ 広島地方裁判所長の依頼書

第12号ケ 広島県知事又は広島市長、福山市長若し く は呉市長が発行した当該車両が狂犬病予防

法の規定に基づき犬の捕獲を行う 旨の証明書又は自認書（ 証明書又は自認書について

は、前第12号イに規定する「 ただし書き」 を準用する。 ）

第12号コ ○ 報道機関発行の身分証明書

第12号サ 患者輸送車を管理使用する者の約款、規約等の疎明書面又は当該使用者が発行した当

該車両を使用して患者等を搬送する用務を行う 旨の証明書又は自認書（ 証明書又は自

認書については、前第12号イに規定する「 ただし書き」 を準用する。 ）

第12号シ 車いす移動車を管理使用する者の約款、規約等の疎明書面又は当該使用者が発行した

当該車両を使用して車いす使用者等を搬送する用務を行う 旨の証明書又は自認書（ 証

明書又は自認書については、前第12号イに規定する「 ただし書き」 を準用する。 ）

第12号ス 保健師

看護師

准看護師

〇 保健師免許証の写し

〇 看護師免許証の写し

〇 准看護師免許証の写し

○ 医師の指示を受け、 緊急訪問を行う 旨の証明書

助産師 ○ 助産師免許証の写し

○ 助産師が妊産褥婦宅等に緊急訪問を行う 旨の証明書又は自認書

（ 証明書又は自認書については、前第 12 号イに規定する「 ただし
書き」 を準用する。 ）

細則第３条の６第13号に係る用務（ 歩行困難者等）

用務別 添付書類

共通事項 〇 標章の交付を受けよう と する者が本人であるこ と を確認するに足

り る書面

※ 本人であるこ と を確認するに足り る書面

（ 例： 運転免許証の写し、 マイナンバーカードの写し、申請に係る

者の住民票の写し（ 旧姓で申請する場合は、旧姓が表記されたもの））

第13号ア 身体障害者手帳の写し 手帳の写しについては、 申請者の氏名、 障害・ 病

名等の種別、 等級等が記載されたページ部分の写

しと する。
第13号イ 戦傷病者手帳の写し

第13号ウ 療育手帳の写し

第13号エ 精神障害者保健福祉手帳の写し

第13号オ 小児慢性特定疾病児童手帳の写し

別表第２



申 請 種 別 添 付 書 類

除外標章再交付申請 ○ 別記様式第３号による再交付の理由等を記載した顛末書

除外標章更新申請 ○ 当該申請に係る別表第１の添付書類

○ 既交付標章

除外標章記載

事項変更届

名称・ 氏名変更 ○ 名称・ 氏名変更を確認するに足り る書面（ 例： 自動車運転免

許証の写し、マイナンバーカードの写し、申請に係る者の戸籍

抄本・ 住民票の写し（ 旧姓で申請する場合は、旧姓が表記され

たもの） 、 約款又は規約の写し等）

○ 既交付標章

住所変更 ○ 住所変更を確認するに足り る書面（ 例： 自動車運転免許証の

写し、マイナンバーカードの写し、申請に係る者の住民票の写

し（ 旧姓で申請する場合は、旧姓が表記されたもの） 、約款又

は規約の写し等）

○ 既交付標章

車両変更 ○ 変更後の車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録

事項の写し

○ 既交付標章

駐車禁止除外指定車標章返納届 〇既交付標章



年　 　月　 　日

広島県公安委員会　様

様式第１号

駐車禁止除外指定車標章受領書

駐車禁止除外指定車標章第　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　号を受領しました。

氏　名

名称及び代
表者の氏名

受領者

住　所
（ 所在地）

住　所

氏　名

代理人 代理受領の場合( )



住　所

駐車禁止除外指定車標章返納届

年　 　月　 　日

広島県公安委員会　様

届出者 標章保有者( )

住　所
（ 所在地）

氏　名
名称及び
代表者氏名

連絡先

代理人 代理届出の場合( )

返納の理由

様式第２号

標 章 の 番 号 標章の使用目的（ 歩行困難者等使用） 又は具体的用務

□ 歩行困難者等使用

□

氏　名
届出者
と の続柄

連絡先



顛　末　書

再交付申請の顛末（ 理由）

　私は、標章の交付を受けている者ですが

　 　日時　　 　 　年　 　月　 　日ころから　 　 　 　 　年　 　月　　日ころまで○

　 　場所　　○

備考　再交付申請の顛末（ 理由） については、該当箇所の をチェ ッ クをし、必要な場□
　 　合は括弧内に内容を記載すること 。

様式第３号

　交付を受けていた標章に関して

　 　 　遺失・ 盗難については、警察署に届け出ています。□
　 　 　汚損・ 毀損した標章は提出した標章のと おり です。□
　 　 　 その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）□

　ついては、標章の再交付をお願いします。

　において

　 　 　標章を紛失・ 遺失しました。□
　 　 　標章を盗難されました。□
　 　 　標章を汚損・ 毀損してしまいました。□
　 　 　 その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）□



様式第４号

警　察　本　部　長　　様

　駐車禁止除外指定車（ 業務用車両） 標章の交付申請について（ 副申）

１ 標章種別（ 下表のう ち 印で囲んだ種別のと おり ）○         

２ 申請種別（ 下表のう ちチェ ッ クした種別のと おり ）

３ 申請者

４ 使用車両

５ 既交付標章

なし

まで

６ 添付書面（ 下表の 印で囲んだ書面のと おり ）○                 

７ 警察署長の意見

交付は支障ない 交付については検討を要する（ 理由は備考欄のと おり ）

副申作成者 氏名

住　所
（ 所在地）

電話番号
（ 携帯）

　 　年 　月 　日

氏　名
名称及び代表者名( )

車 両 番 号 広島 ・ 福山

あり （ 下記のと おり ）

標 章 番 号 発行 　 　年　 　月　 　日　 有効

道路 信号機 パーチケ 道路標識等維持管理等使用/ / / 放置車両確認事務使用 執行官使用河川維持管理使用

新　　 　規 更　　 　新 再 　交　 付 忘 れ 失 効

第　　 号

年　 月 日

警 察 署 長

緊急往診 緊急往診（ 歯科医） 郵便物集配 電報配達 軌道事業維持管理等使用

それぞれの維持管理事業、委託業務に係る契約書 写） 等疎明資料(

標 章 種 別 添　　付　 　書　 　面

緊急往診

医師免許証 写）(
歯科医師免許証 写） 、緊急携行治療器具の資料等(
広島県歯科医師会の発行に係る証明書、又は携行治療器具を携行して緊
急往診を行う 旨の自認書

備 考

放置車両確認 放置車両確認及び標章取付業務に係る契約書 写） 等疎明資料(
執行官 広島地方裁判所の証明書等

狂犬病予防法 知事、広島・ 呉・ 福山市長の当該捕獲業務に係る疎明資料

緊急報道取材中 報道機関発行の身分証明書 写）(
患者輸送

当該車両を管理使用する者の約款、規約等の疎明書面等
車いす移動

看護師等緊急訪問
・ 医師の指示を受け、緊急訪問を行う 旨の証明書

・ 保健師免許証 写 、看護師免許証 写 、准看護師免許証 写 ( ) ( ) ( )

階級 警電

・ 助産師免許証 写 ( )
・ 助産師が妊産褥婦宅等に緊急訪問を行う 旨の証明書又は自認書

共通の書面
・ 自動車検査証 写( )
又は自動車検査証記
録事項（ 写）

再交付時
・ 顛末書
（ 様式第３号）

狂犬病予防業務使用 車いす使用者搬送使用 看護師等緊急訪問緊急報道取材 患者等搬送使用

郵便物集配 郵便法に規定する郵便物集配業務従事に係る疎明資料

電報配達中 電気通信事業法に基づく 電報配達業務従事に係る疎明資料

維持管理業務

・ 軌道事業（ 路面電車、アストラムラインに限る）

・ 道路、信号機、 ﾊ゚ ｷーﾝｸ゙ ﾒ ﾀーー ・ ﾁｹｯﾄ発給設備、道路標識

・ 河川の管理



様式第５号

警　察　本　部　長　 　様

警 察 署 長

駐車禁止除外指定車（ 歩行困難者等使用車） 標章の交付申請について（ 副申）

１ 申請区分（ 下表のう ちチェ ッ クした種別のと おり ）

２ 申請者

３ 歩行困難者等の障害・ 病名等、等級（ 下表の 印で囲んだ障害・ 病名等のと おり ）○

注:

上
肢
機
能

移
動
機
能

対象
等級

～1 3
の4 1 ､2 3 ３

の2 2
以上

４
以上

３
以上

以上2
※

４
以上

､1 3 ､1 3 ､1 3 ､1 3 ､1 3 ３
以上

３
以上

重度 １ 全て

戦傷
病者

特～
４
特～
４
特～
４
特～
３
特～
３
特～
４

－ －
特～
３
特～
３
特～
３
特～
３
特～
３

－
特～
３

－ － －

※ ： 一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く 。

４ 既交付標章

あり （ 下記のと おり ） なし

５ 警察署長の意見

交付は支障ない 交付については検討を要する（ 理由は備考欄のと おり ）

階級 氏名 警電

第　 　 号

年　 月 日

新　 　 　規　 更　 　 　新　 再 　交　 付 忘 れ 失 効

住 所 電話番号

（ ふり がな）

氏　名
生年月日 年 月 日生

呼
吸
器
機
能
障
害

障

害

・

病

名

等

視
覚
障
害

聴
覚
障
害

平
衡
機
能
障
害

上
肢
不
自
由

下
肢
不
自
由

体
幹
不
自
由

乳幼児期
以前の非
進行性の
脳病変に
よる運動
機能障害

心
臓
機
能
障
害

じ
ん
臓
機
能
障
害

膀
胱
又
は
直
腸
の
機
能
障
害

小
腸
機
能
障
害

免
疫
機
能
障
害

肝
臓
機
能
障
害

療
育
手
帳
所
持
者

　 　年　 　月　 　日　

色
素
性
乾
皮
症
患
者

等 級

複数の障害
が対象と な
る場合は障
害程度の重
い等級につ
いての障害
名及び等級
を記載する
こと

精
神
障
害
者

標 章 番 号 発行 　 　年　 　月　 　日　 有効

備 考

副申作成者



様式第６号

年　 　月　 　日

　 　 　警察署長　様

交通部交通規制課長

標　章　送　付　書

　貴署から副申を添えて公安委員会に上申のあっ た駐車禁止除外指定車標章交付申請に
ついては、別添のと おり 交付が決定したので、当該申請に係る標章を送付します。



注　標章種別欄には、標章の使用目的を番号により 記載するものと する。
　 １緊急往診、 ２緊急往診（ 歯科医） 、 ３郵便物集配、４電報配達、５軌道事業維持管理、６道路・ 信号機・ パーチケ・ 道路標識等維持管理、７放置車両確認事務、８河川維持管理、９執行官、 10
狂犬病予防法、 緊急報道、 患者搬送、 車いす搬送、 保健師、 看護師等、 助産師11 12 13 14 15 16

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

書面
・
電子

書面
・
電子

書面
・
電子

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

書面
・
電子

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

書面
・
電子

書面
・
電子

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

書面
・
電子

書面
・
電子

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

書面
・
電子

書面
・
電子

様式第７号（ その１ ）

駐車禁止除外指定車標章取扱簿
（ 第３条の６第 号関係～新規申請等）12

年

番号
受理
月日

法人・ 氏名 申請種別
標章
種別

標章番号
進達
月日

受達
月日

交付
月日

備考
受理
担当者

申請方法



記載事項変更・ 返納

注　標章種別欄には、標章の使用目的を番号により 記載するものと する。
　 １緊急往診、 ２緊急往診（ 歯科医） 、 ３郵便物集配、４電報配達、５軌道事業維持管理、６道路・ 信号機・ パーチケ・ 道路標識等維持管理、７放置車両確認事務、８河川維持管理、９執行官、 10
狂犬病予防法、 緊急報道、 患者搬送、 車いす搬送、 保健師、 看護師等、 助産師11 12 13 14 15 16

記載事項変更・ 返納

記載事項変更・ 返納

書面
・
電子

書面
・
電子

書面
・
電子

記載事項変更・ 返納

記載事項変更・ 返納

書面
・
電子

書面
・
電子

記載事項変更・ 返納

記載事項変更・ 返納

書面
・
電子

書面
・
電子

記載事項変更・ 返納

記載事項変更・ 返納

記載事項変更・ 返納

書面
・
電子

書面
・
電子

書面
・
電子

様式第７号（ その２ ）

駐車禁止除外指定車標章取扱簿
（ 第３条の６第 号関係～記載事12 項変更等）

年

番号
受理
月日

法人・ 氏名 届出種別
標章
種別

標章番号
進達
月日

備考
受理
担当者

届出方法



注　標章種別欄には、歩行困難者等の手帳種別を番号により 記載するものと する。
　 １身体障害者手帳、２戦傷病者手帳、３療育手帳、４精神障害者保健福祉手帳、５小児慢性特定疾病児童手帳

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

書面
・
電子

書面
・
電子

書面
・
電子

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

書面
・
電子

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

書面
・
電子

書面
・
電子

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

書面
・
電子

書面
・
電子

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

新　規 ・ 更 新
再交付・ 忘れ失効

書面
・
電子

書面
・
電子

様式第７号（ その３ ）

駐車禁止除外指定車標章取扱簿
（ 第３条の６第 号関係～新規申請等）13

年

番号
受理
月日

法人・ 氏名 申請種別
標章
種別

標章番号
進達
月日

受達
月日

交付
月日

備考
受理
担当者

申請方法



記載事項変更・ 返納

注　標章種別欄には、標章の使用目的を番号により 記載するものと する。
　 　 １身体障害者手帳、２戦傷病者手帳、３療育手帳、４精神障害者保健福祉手帳、５小児慢性特定疾病児童手帳

記載事項変更・ 返納

記載事項変更・ 返納

書面
・
電子

書面
・
電子

書面
・
電子

記載事項変更・ 返納

記載事項変更・ 返納

書面
・
電子

書面
・
電子

記載事項変更・ 返納

記載事項変更・ 返納

書面
・
電子

書面
・
電子

記載事項変更・ 返納

記載事項変更・ 返納

記載事項変更・ 返納

書面
・
電子

書面
・
電子

書面
・
電子

様式第７号（ その４ ）

駐車禁止除外指定車標章取扱簿
（ 第３条の６第 号関係～13 記載事項変更等）

年

番号
受理
月日

法人・ 氏名 届出種別
標章
種別

標章番号
進達
月日

備考
受理
担当者

届出方法



様式第８ 号

年 月 日

警察署長 様
階級
氏名

駐車禁止除外指定車標章不正使用事案報告書

下記の駐車禁止除外指定車標章について 、 不正使用のおそ れがある ものと 認め
ら れるので、 報告し ま す。

標章の区分 □ 歩行困難者等使用

□
標章番号

標章使用車両の登録番号

標章の被交付者 住 所
所在地

〒

（ ） 局 番

氏名・ 法
人等名称
生年月日 年 月 日生（ 歳）

標章の使用者 住 所
所在地

〒

（ ） 局 番

氏名・ 法
人等名称
生年月日 年 月 日生（ 歳）

駐車禁止除外指定車標章の
不正使用と 認めら れる状況
及び理由

□ 道路交通法違反の駐車
□ 車庫代わり ・ 長時間駐車
□ 標章交付の理由・ 用務以外の使用
□ 標章を他人に譲渡又は不正に貸与
□ 運転者の連絡先・ 用務先を 記載し た 紙の不
掲示等標章記載の遵守事項に従っ ていない。

□ 現場において警察官の指示に従わない
□ そ の他（ ）

添付書類 □ 現認状況報告書
□ 放置車両確認標章の写し
□ 駐車状況写真の写し
□ 交通反則切符の写し 又は交通切符の写し
□ 供述調書の写し
□ そ の他（ ）



様式第９ 号

年 月 日

広島県公安委員会 様

警察署長 □印

駐車禁止除外指定車標章返納命令上申書

下記の駐車禁止除外指定車標章については、 不正使用のおそ れがある と 認めた

ので、 駐車禁止除外指定車標章返納命令を する よ う 上申し ま す。

標章の区分 □ 歩行困難者等使用

□
標章番号

標章使用車両の登録番号

標章の保有者 住 所
所在地

〒

（ ） 局 番

氏名・ 法
人等名称
生年月日 年 月 日生（ 歳）

駐車禁止除外指定車標章の
不正使用のおそ れがある と
認めた理由

添付書類 □ 現認状況報告書
□ 放置車両確認標章の写し
□ 駐車状況写真の写し
□ 交通反則切符の写し 又は交通切符の写し
□ 供述調書の写し
□ そ の他（ ）

備考



様式第 10号

広 公 委 第 号

駐車禁止除外指定車標章返納命令書

（ 住所・ 所在地）

（ 氏名・ 法人等） 様

広島県道路交通法施行細則第３ 条の８ 第６ 項の規定によ り 、駐車禁止除外指定

車標章 （ 第 号） の返納を命じ ま す。

理 由

こ の返納命令書の交付を受けた者は、速やかに当該駐車禁止除外指定車標章を

当該返納命令書を交付し た公安委員会に返納し なければなら ない。

年 月 日

広島県公安委員会 印

照 会 先

〒730－8507 広島市中区基町９ 番 42号
広島県警察本部交通部交通規制課

保管場所管理係

電話（ ０ ８ ２ ） ２ ２ ８ －０ １ １ ０



様式第 11号

年 月 日

警 察 署 長 様

交 通 部 交 通 規 制 課 長

駐車禁止除外指定車標章返納命令書送付書

貴署管内所在の者（ 法人等を含む。） に対し て広島県公安委員会が交付し ている

駐車禁止除外指定車標章について、別添のと おり 、同委員会から 駐車禁止除外指定

車標章返納命令書が発出さ れま し た。

ついては、当該標章被交付者に同命令書を交付し 、駐車禁止除外指定車標章返納

命令書受領書を徴収する と と も に 、 速やかに当該標章を返納さ せて く だ さ い。

標章被交付者から 標章の返納を受けた場合は、駐車禁止除外指定車標章返納命令

手続終了報告書を作成し 、徴収し た受領書及び当該標章を添付し 、当課まで送付し

て下さ い。



様式第 12号

駐車禁止除外指定車標章返納命令書受領書

駐車禁止除外指定車標章返納命令書（ 広公委第 号） を受領し ま し た 。

年 月 日

広島県公安委員会 様

受領者

住 所

（ 所在地）

氏 名

標章保有者

と の続柄



様式第 13号

年 月 日

広島県公安委員会 様

警察署長 □印

駐車禁止除外指定車標章返納命令手続終了報告書

次のと おり 、 広島県道路交通法施行細則第３ 条の８ 第６ 項の規定によ り 、 駐車

禁止除外指定車標章を返納さ せたので報告し ます。

返納命令書番号
広公委第 号

返納命令書交付日
年 月 日 時 分

標章返納日時
年 月 日 時 分

標章区分 □ 歩行困難者等使用
□

標章番号

標章使用車両登録番号

標章の返納者 住 所
所 在 地

（ ） 局 番

氏名・ 法人

等名称
生年月日 年 月 日（ 歳）

被交付者
と の関係

標章の被交付者 住 所
所 在 地

（ ） 局 番

氏名・ 法人

等名称
生年月日 年 月 日（ 歳）

備考


